
事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ９ 月 ２ 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 統 計 主 管 課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 

大学又は高等専門学校を設置する各地方公共団体担当課 

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 

大 学 を 設 置 す る 各 学 校 設 置 会 社 担 当 課  御中 

構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を 

受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課 

独立行政法人国立高等専門学校機構本部事務局担当課 

各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 

 

 

文部科学省総合教育政策局 

調査企画課 

 

 

学校コードの付与の取り進めについて（周知） 

 

 

 文部科学省では、従来より学校基本調査等の実施にあたり、調査対象の学校

を識別するために４桁の英数字で表される学校調査番号を用いてきたところで

す。しかしながらこれについては、都道府県ごとに独立して番号が振られてい

ることや、番号の不足のために廃校となった学校の番号を新設校に流用するな

どの状況があることから、全国的あるいは経年で見ると、同じ学校調査番号が

割り振られた学校が複数存在する状況が見られるところです。 

このことを踏まえ、このたび添付の参考資料１の通り、学校調査番号に代わ

るものとして、全国の学校に新たに一意の「学校コード」を付与するととも

に、学校に一旦付与された学校コードは変更せず、他の学校には流用しないこ

とを基本とすることにより、上記課題の解決を図ることとしたところです。 

また、学校コードについては、その属性情報と共に文部科学省のホームペー

ジなどで公表することにより、学校基本調査等のみならず、各種の調査研究な



どにおいて広く活用されることを想定しています。 

今後、参考資料２に示すところにより、本年中を目途に学校コードの付与に

係る作業を取り進めることとしていますが、その際、文部科学省が付番する場

合の他、各都道府県の申し出に基づき、参考資料３に示す通り、都道府県の裁

量において付番方針に基づき付番することを予定しているところについては、

９月中を目処として、その付番方針の内容について調整させていただく場合が

ありますのでご承知置き願います。 

付番方針の確認が終了し次第、当該都道府県にご連絡しますので、別途指定

する日までに対象となる学校に対する付番を実施し、当課まで送付願います。 

 

なお、学校コードの付与に係る作業が完了しましたら、各学校に対し、学校

調査番号に代わり学校コードが付与されたことについて改めて周知する予定で

す。その際、参考資料１において、必要性が高くやむを得ない場合に使用する

ことが想定されていた学校番号におけるアルファベットの使用については、現

段階において使用予定の例がないことから、当該部分を削除することを予定し

ています。 

 

ついては、都道府県教育委員会におかれては域内の市区町村教育委員会（指

定都市教育委員会を含む。）に対して、都道府県私立学校主管部課におかれて

は所轄の学校法人に対して、構造改革特別区域法（平成 14 年法律第 189 号）

第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれて

は所轄の学校設置会社に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主

管課におかれては域内の市区町村認定こども園主管課に対して周知されるよう

お願いします。 

 

 

 

 

【担 当】 

文部科学省総合教育政策局 

調査企画課  船木、今村 

連絡先：０３－５２５３－４１１１ 

（内線３５２６） 

 



 参考資料１  
 

学校コードの取り扱いについて 

 
１．学校コードの基本 

 

○ 全国の学校（学校教育法第１条に規定する学校若しくは同法第 124 条に規

定する専修学校若しくは同法第 134 条に規定する各種学校又は就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条第７項

に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。）に対し、当該学校

に固有の「学校コード」を文部科学省において付与する。 

 
○ 学校コードは、当該学校の種別（「学校種」）、所在する都道府県の別（「都

道府県番号」）、設置者の別（「設置区分」）、及びこれら三つの要素により区

分された中において重複なく付番される「学校番号」の四つの要素により構

成する。  
 
○ 学校コードは、学校の新設等により一旦付与された後は変更されることは

なく、廃止した場合には当該学校コードは他の学校に流用しないことを基本

とする。 

 
 
２．学校コードの運用上の取り扱い  
 
○ 学校コードは、一旦付与された後は変更されることはないことが基本であ

るが、例外として、  
 ① 学校番号以外の学校コードの構成要素（学校種、都道府県番号、設置区

分）に変更が生じた場合、  
 ② その他、学校コードを運用する上で①に定めるほか真にやむを得ない事

由が生じた場合、  
 に、文部科学省において必要性を判断の上で変更するものとする。  
 
○ 学校コードの構成要素のうち学校番号については、桁数が変動する可能性

をできる限り避ける観点から、一桁目に数字の０は用いないこととする。  
  また、必要性が高くやむを得ないものと文部科学省において判断する場合

には、数字の他にアルファベットの大文字のＡからＨまでを使用することが



 

できることとするが、Ｉ以降は通常の付番には用いないこととする。  
 
○ 新たに学校コードを付与する際には、希望する都道府県は、あらかじめ文

部科学省と協議して定めた付番方針に基づき、その裁量において学校コード

を付番することができるものとする。その際、都道府県は、国立学校並びに

大学、短期大学及び高等専門学校を除く全ての公立及び私立の学校（幼稚園、

幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等

教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校）について付番することと

する。  
また、この場合において、文部科学省は、都道府県の付番を踏まえて学校

コードを付与することとするが、学校コードの運用上必要がある場合には、

都道府県の付番とは異なる学校コードを付与する場合がある。  
 
○ 市町村の区分については、学校コードの構成要素には含めておらず、上記

の都道府県による付番を行う場合において、学校番号の中で都道府県の必要

に応じて行うことができる。  
但し、学校コードは一旦付与された後は変更されることはないことを基

本としており、市町村合併があった場合に既に付与した学校コードの変更

が行われるものではない。  
 
○ 上記の他、学校コードの構成要素の詳細については、別添１の通りとする。 
 
 
３．学校コードの属性情報 

 

○ 学校コードに付帯する属性情報を別添２の通り設けることとする。当該情

報の構成要素は、学校コードの履歴管理において必要な項目などに精選する。 
 
 
４．学校コード等の公開 

 
○ 学校コードは行政記録情報として整理し、属性情報とともに公開して広く

利用に供する。  
 
○ 各都道府県が付番方針を定めた場合は、当該付番方針は広く公開する。  



（別添１）

学校コードの構成（計１２桁）

A1:幼稚園※

A2:幼保連携型
認定こども園

B1:小学校

C1:中学校

C2:義務教育学校

D1:高等学校

D2:中等教育学校

E1:特別支援学校

F1:大学

F2:短期大学

G1:高等専門学校

H1:専修学校

H2:各種学校

学校種
（２桁）

01 ： 北海道
02 ： 青森県
03 ： 岩手県
04 ： 宮城県
05 ： 秋田県
06 ： 山形県
07 ： 福島県
08 ： 茨城県
09 ： 栃木県
10 ： 群馬県
11 ： 埼玉県
12 ： 千葉県
13 ： 東京都
14 ： 神奈川県
15 ： 新潟県
16 ： 富山県
17 ： 石川県
18 ： 福井県
19 ： 山梨県
20 ： 長野県
21 ： 岐阜県
22 ： 静岡県
23 ： 愛知県
24 ： 三重県
25 ： 滋賀県
26 ： 京都府
27 ： 大阪府
28 ： 兵庫県
29 ： 奈良県
30 ： 和歌山県
31 ： 鳥取県
32 ： 島根県
33 ： 岡山県
34 ： 広島県
35 ： 山口県
36 ： 徳島県
37 ： 香川県
38 ： 愛媛県
39 ： 高知県
40 ： 福岡県
41 ： 佐賀県
42 ： 長崎県
43 ： 熊本県
44 ： 大分県
45 ： 宮崎県
46 ： 鹿児島県
47 ： 沖縄県

都道府県番号
（２桁）

１：国立

２：公立

３：私立

設置区分
（１桁）

1000000

～

9999999※1

（必要性が高くやむを

得ない場合に、アル

ファベットの大文字の

A～Ｈ ※2）

学校番号
（７桁）

※A1には、幼稚園型
認定こども園を含む

※1
1桁目に0は使用しな
いこととする。

※2
小文字は使用しない。
Ｉ以降は、通常の付
番では使用しないこ
ととする。



 

（別添２） 

学校コード及び属性情報 

 

No. 項目 内容イメージ 備考 

０ 学校コード B1-48-2-1000001 要素間の - は便宜上のものとする（他の

項目も同様）。 

１ 本分校  1：本校 

 2：分校 

 9：廃校 

 

２ 学校名 ○○小学校 設置者名は入れないことを原則とするが、

学校コード上の学校種、都道府県番号及び

設置区分が同一となる、同じ名称の学校が

同一都道府県内に存在する場合（例：「公

立」となる県立と市立で同じ名称の高校が

存在する場合）には、区別を容易にするた

めに設置者名を含めて記載（例：「〇〇市

立〇〇高等学校」と記載）することを原則

とする。 

３ 学校所在地 ○○市○○○－○－○ 都道府県名は入れないことを原則とする。 

４ 郵便番号 xxx-xxxx  

５ 属性情報付与年月日 YYYYMMDD 年表示（YYYY）は西暦年とする。 

月表示（MM）及び日表示（DD）は一桁の場

合、十の位に0が付加される。（例：２月

→02） 

６ 属性情報廃止年月日 YYYYMMDD 廃番時にデータを付与する。 

年表示（YYYY）は西暦年とする。 

月表示（MM）及び日表示（DD）は一桁の場

合、十の位に0が付加される。（例：２月

→02） 

７ 旧学校調査番号 48-35xx 学校コードへの移行前に当該学校に付与さ

れていた都道府県番号-学校調査番号を記

載する。 

８ 移行後の学校コード B1-48-2-1000003 現行の学校コードを廃止した上で別の学校

コードに移行する場合に本データを付与す

る。 

 



 参考資料２  
 

今後のスケジュールについて 

 
 
９月中目処    付番方針に基づく付番を希望する都道府県における付番

方針を文部科学省において確認及び調整し、当該都道府県

に連絡 

 

１０月～１１月  付番方針に基づく付番を希望する都道府県においては、当

該都道府県において付番し、文部科学省に送付 

 

１２月目途    文部科学省において学校コードを付与し、公表 



 参考資料３  
 

 

北海道 ○

青森県 ○

岩手県 ○

宮城県 ○

秋田県 ○

山形県 ○

福島県 ○

茨城県 ○

栃木県 ○

群馬県 ○

埼玉県 ○

千葉県 ○

東京都 ○

神奈川県 ○

新潟県 ○

富山県 ○

石川県 ○

福井県 ○

山梨県 ○

長野県 ○

岐阜県 ○

静岡県 ○

愛知県 ○

三重県 ○

滋賀県 ○

京都府 ○

大阪府 ○

兵庫県 ○

奈良県 ○

和歌山県 ○

鳥取県 ○

島根県 ○

岡山県 ○

広島県 ○

山口県 ○

徳島県 ○

香川県 ○

愛媛県 ○

高知県 ○

福岡県 ○

佐賀県 ○

長崎県 ○

熊本県 ○

大分県 ○

宮崎県 ○

鹿児島県 ○

沖縄県 ○

付番について

付番方針に基づき
都道府県が実施

文部科学省が実施


